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しておりません。 

     ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

     ３．第25期第２四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの、四半期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第25期

第２四半期連結
累計期間 

第25期
第２四半期連結

会計期間 
第24期 

会計期間 

自平成21年
１月１日 

至平成21年 
６月30日 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
６月30日 

自平成20年 
１月１日 

至平成20年 
12月31日 

売上高（千円）  1,638,031  823,465  5,195,528

経常利益（△損失）（千円）  △787,745  △399,136  281,667

四半期（当期）純利益（△損失）（千円）  △969,659  △569,430  109,637

純資産額（千円）  －  12,458,620  13,083,834

総資産額（千円）  －  13,203,326  14,073,221

１株当たり純資産額（円）  －  122,963.09  129,091.45

１株当たり四半期（当期）純利益（△損失）

（円） 
 △9,570.27  △5,620.12  1,082.10

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期） 

純利益金額（円） 
 －  －  1,079.48

自己資本比率（％）  －  94.4  92.9

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △20,554  －  1,219,640

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △929,943  －  621,622

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △579  －  △28,991

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円） 
 －   8,810,461  9,708,242

従業員数（人）  －  323  293



 当第２四半期連結会計期間において、当社は、コンテンツ配信事業等を営む株式会社ジー・モード（コード番

号:2333 JASDAQ）と業務・資本提携契約を締結いたしました。これに伴う同社への資本参加により、同社は当社の持

分法適用関連会社となりました。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末現在、当社グループは、当社、連結子会社6社（Aplix Corporation of 

America、Aplix Europe GmbH、iaSolution Inc.、iaSolution Technology（Shanghai） Limited、iaSolution 

Investment（BVI）Limited、Aplix Korea Corporation）、及び持分法適用関連会社1社（株式会社ジー・モード）に

より構成されております。 

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 

（1）当社の事業内容について 

当第２四半期連結会計期間において、当社および連結子会社が営む事業の内容について重要な変更はありません。

ただし、当第２四半期連結会計期間に新たに関係会社となった、株式会社ジー・モードが営むコンテンツ事業が当社

製品の拡販に寄与するよう、同社と連携した当社事業の展開を始めております。 

（2）関係会社の事業内容及び位置付けについて 

 平成21年５月25日に株式会社ジー・モードと業務・資本提携契約を締結し、普通株式22,620株（所有割合

19.99％）を株式譲渡契約にて取得いたしました。また、平成21年６月３日には市場から17株の追加取得を行った結

果、追加取得後の所有株式数は22,637株（所有割合20.00％）となり、同社は当社の持分法適用関連会社となりまし

た。 

 株式会社ジー・モードは、主に国内携帯電話向けのゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営を営んでお

り、平成21年３月期の連結売上高は4,700百万円となっております。同社は年間300種類以上に及ぶ多量かつ多様なジ

ャンルのゲームコンテンツを開発する実力を持っており、老若男女を問わない幅広い層それぞれに受け入れられる製

品を販売しております。 

 当社の主力製品である、組み込み向けJavaプラットフォーム「JBlend」は、携帯電話などの機器でJavaという技術

を使うための基礎となるソフトウェアです。携帯電話にJBlendを組み込んでJava対応にすることで、多様な機能やサ

ービスを実現させることができます。JBlendの日本国内での出荷台数は、既に日本全体の携帯電話出荷台数の９割を

超えておりますが、世界市場全体での出荷台数は、全世界の携帯電話出荷台数の１割にも満たない状況です。したが

って、世界市場でJBlendの搭載台数を増加させることによって売上高を伸ばして行くことが可能であり、JBlendの搭

載台数を増加させるために、当社では成長著しいエマージングマーケットをターゲットに拡販を進めようとしており

ます。 

 エマージングマーケットでは通信環境の整備されていない地域が多く、エンドユーザーがコンテンツをダウンロー

ドすることは困難です。また、エマージングマーケットでは通話料金をプリペイドカードで支払うのが一般的であ

り、オンラインの課金システムが存在しない、またはオンラインで代金を支払うという方法自体が普及していないた

め、現状ではエンドユーザーがコンテンツを購入することがほとんどありません。 

この様な状況下でJBlendの搭載台数を増加させる 初の足がかりとして、JBlendを搭載する携帯電話にコンテンツ

をプリインストールする方法でエンドユーザーに使ってもらうことを当社では模索しております。エマージングマー

ケットで携帯電話を購入したエンドユーザーがプリインストールコンテンツを使うことによって、さらに魅力的なコ

ンテンツへの欲求が高まることでコンテンツ流通の市場が立ち上がり、コンテンツが普及することが期待されます。

この結果、携帯電話メーカーはJBlendを搭載することによって自社の携帯電話製品の魅力を高めることができるよう

になるため、当社は JBlendを売り込みやすくなります。 

この戦略では、プリインストールするコンテンツの品揃えが重要です。株式会社ジー・モードの豊富なコンテンツ

によって、男女の区別なくあらゆる年齢層向けの携帯電話に適したコンテンツのセットを携帯電話メーカーに提案で

きます。当社は海外子会社の営業ネットワークも動員し、このような戦略による拡販を進めてまいります。 

 一方、株式会社ジー・モードにとっても、いままで伸びていなかった海外向け事業を、当社の製品と営業力によっ

て展開することが可能になるため、双方で提携の利益を享受できることになります。 

 また、清算手続き中であった株式会社アプリックス・ソリューションズ（連結子会社）は６月29日に清算結了して

おります。 

当第２四半期連結会計期間において、その他の連結子会社の事業および位置づけについて重要な変更はありませ

ん。 

  

２【事業の内容】



 事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 
  



 当第２四半期連結会計期間において、株式の新規取得により、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりまし

た。 

（注）有価証券報告書提出会社であります。 

  

 また、当第２四半期連結会計期間において、以下の連結子会社が清算を結了しております。（結了日６月29日） 

  

  

（1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第２四半期連結

会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

  

  （2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者

数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第２四半期会計期間の平均人員を（ ）外数で

記載しております。 

  

３【関係会社の状況】

名称 住所 
資本金又は

出資金 

主要な 

事業の内容 

議決権の所有割合 

又は被所有割合 

関係内容 
所有割合

（％） 

被所有割

合 

（％） 

（持分法適用関連会社） 

株式会社ジー・モード 

（注） 

東京都渋谷区 
千円

3,320,723

国内携帯電話向け

ゲームコンテンツ

及び着メロの企

画・開発・運営。

20.0 － 

当社の海外向け

製品のバンドル

製品を供給。役

員の兼任２名。 

名称 住所 
資本金又は

出資金 

主要な 

事業の内容 

議決権の所有割合 

又は被所有割合 

関係内容 
所有割合

（％） 

被所有割

合 

（％） 

（連結子会社） 

株式会社アプリックス・

ソリューションズ 

東京都新宿区 
千円

60,000

IT分野に特化した

技術、製品、サー

ビスの仕入・販

売、評価、コンサ

ルティング 

66.6 － － 

４【従業員の状況】

  平成21年６月30日現在

従業員数（人） 323 （ ） 8

  平成21年６月30日現在

従業員数（人） 191 （ ） 6



（1）生産実績 

 当第２四半期連結会計期間における生産実績を示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、製造原価によっております。 

２．生産高には社内製作の販売目的ソフトウェア取得高が含まれております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（2）受注状況 

 当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業部門別に示すと次のとおりであります。なお、受注状況は

JBlend等の当社製作ソフトウェアを組み込む受託開発作業に関する受注についてのみ算定しています。 

  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（3）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）  １. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２. 製品売上とは、ライセンス収入及びロイヤリティ収入からなります。また技術支援売上とは、 

製品計画や仕様策定等を支援するコンサルティング収入及び製品開発を支援するサポート収入等からな

ります。  

相手先別販売実績 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

区分 
当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

 開発部門（千円）  578,996

区分 受注高（千円） 受注残高（千円） 

営業部門 40,746 68,484

品目別 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

金額（千円） 割合（％）

  

携帯電話関連 

製品売上  539,727  65.5

技術支援売上  267,894  32.5

その他  76  0.0

小計  807,698  98.1

携帯電話以外 

製品売上  12,767  1.6

技術支援売上  3,000  0.4

その他  －  －

小計  15,767  1.9

合計  823,465  100.0

相手先 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

金額（千円） 割合（％）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ  410,100  49.8

Samsung Electronics Co.,Ltd  105,138  12.8



 当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

   

当第２四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次の通りになります。 

《株式会社ジー・モードとの業務・資本提携》 

当社は株式会社ジー・モードと携帯電話向けソフトウェア・コンテンツ関連事業における両社の業務・資本提携関係

を構築していくことを目的として、平成21年５月に同社と業務・資本提携に関する契約を締結し、同社の普通株式

22,620株（所有割合19.99％）を株式譲渡契約にて取得しました。また、同６月には市場から17株を追加取得すること

により、追加取得後の所有株式数は22,637株（所有割合20.00％）となり、同社は当社の持分法適用関連会社となりま

した。 

また、当社は同社に対して社外取締役候補者とし２名を指名することができるものとしており、平成21年６月25日開

催の株式会社ジー・モード定時株主総会において取締役選任議案が決議されております。 

   

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

（1）業績の状況 

当社グループは、パーソナルコンピュータを含む民生用電子機器向けソフトウェアの基盤となる技術（以下「ソフト

ウェア基盤技術」という）の研究開発とともに、それらの成果を基にした応用製品の開発及び販売、並びに当社グルー

プ製品を搭載する機器製品の計画立案及び設計等を支援する顧客コンサルティングを行っております。 

現在主力製品となっている組み込み向けJavaプラットフォーム「JBlend」は、携帯電話等の機器でJavaという技術を

使うための基盤となるソフトウェアです。携帯電話にJBlendを組み込んでJava 対応にする事で、多様な機能やサービ

スを実現させる事ができます。 

平成21年12月期第2四半期連結会計期間における当社グループの業績は、売上高につきましては国内顧客に対する売

上は減少しているものの、アジア圏の顧客に対する売上が3割以上と大幅に伸びたため、売上高は当第1四半期より増え

ております。 

営業損益につきましては、経済回復の兆しが見えて来ている中、通期業績予想を達成すべく、国際感覚に優れた人材

の登用によるグローバル展開のためのグループ経営体制の強化と、好調になりつつある新規製品等に対して積極的な研

究開発投資を開始したため、当第2四半期においては営業損失を計上することとなりました。 

なお、新規製品に関連する案件については、当第一四半期より引き続き好調な売上となっており、また、国内・国外

ともに携帯電話出荷台数の復調傾向が徐々に見えてきているため、通期業績は予想の範囲内で推移するものと考えてお

ります。  

携帯電話関連につきまして、国内顧客においては、既にJBlendが標準的に搭載されている株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・ドコモ及びソフトバンクモバイル株式会社に加えて、前連結会計年度においてはKDDI株式会社の携帯電話について

もオープンアプリプレイヤーという形で標準的に搭載されるようになった事で、JBlendの搭載比率をさらに引き上げる

事ができました。しかしながら、搭載比率の高さゆえに携帯電話全体の出荷台数減少の影響を引き続き強く受けてお

り、また国内顧客は後払いロイヤリティによる契約が多いため、出荷台数減少が継続している前第１四半期の影響が、

当第２四半期にも現れております。但し、前述の通りJBlend以外の新規製品に関連する案件については引き続き好調で

あり、出荷台数の減少に伴う売上の減少を打ち消す形となっております。 

海外顧客においては、アジア地域及び欧州の顧客製品は堅調に増加しておりますが、北米の減少傾向が続いており、

全体としては軟調に推移しております。但し、北米においては携帯電話通信オペレーターや非携帯電話業界での新規案

件獲得の活動を積極的にすすめており、台数減少に伴う売上の減少を補うべく活動を行っております。また、アジア地

域での携帯電話マーケットにおいて大きな潜在需要を秘めているJBlendの拡販を引き続き行い、さらに新規案件につい

ても販売活動を積極的に行っていくことで売上の拡大を進めてまいります。 

携帯電話以外の機器については、地上デジタルテレビの放送用チューナー内蔵カーナビゲーションシステムや、デジ

タルテレビ、さらにはCATV用セットトップボックス等にJBlendが引き続き搭載されており、携帯電話の出荷台数の大幅

減少の影響は受けておりません。 

また、マイコン等省資源デバイス向けに開発された製品や、iアプリ変換技術、携帯端末向けウィジェットを実現す

る製品、研究開発活動を進めておりましたAndroid関連の製品につきましては、今後の収益源として引き続き販売活動

を実施しております。当第２四半期においては、技術支援売上の増加として成果をあげており、今後の利益率の高い製

品売上についても手ごたえを感じております。 

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態及び経営成績の分析】



 ＜品目別販売実績＞ 

（注）１. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２. 製品売上とは、ライセンス収入及びロイヤリティ収入からなります。また技術支援売上とは、 

製品計画や仕様策定等を支援するコンサルティング収入及び製品開発を支援するサポート収入等からな

ります。 

 ３．品目の区分内容について、当第２四半期において変更を行っております。  

当第２四半期連結会計期間に計上しましたロイヤリティ売上は、後払いロイヤリティが506,796千円、前払いロイヤ

リティが58千円となり、ロイヤリティ売上の合計は、506,854千円となりました。利益率の高い後払いロイヤリティへ

の移行は引き続き順調に進んでおります。 

＜ロイヤリティ売上構成＞ 

   （地域別セグメントの状況） 

日本  

当第２四半期の日本の業績は、売上高759,845千円、営業損失418,798千円となりました。 

アジア 

当第２四半期のアジア地域の業績は、売上高256,062千円、営業利益9,616千円となりました。 

その他地域   

当第２四半期のその他地域の業績は、売上高109,048千円、営業利益8,381千円となりました。 

  

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は823,465千円となりました。損益面につき

ましては、395,610千円の営業損失、399,136千円の経常損失、また、投資有価証券の評価損等の計上により569,430千

円の四半期純損失となりました。  

  

当第２四半期連結会計期間
（自  平成21年４月１日 
  至  平成21年６月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
  至  平成21年６月30日） 

前連結会計年度
（自 平成20年１月１日 

  至  平成20年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

携帯電話関連 

製品売上 539,727 65.5 1,079,775 65.9  3,457,306 66.5

技術支援売上 267,894 32.5 534,404 32.6  1,627,319 31.3

その他 76 0.0 76 0.0  28,569 0.6

小計 807,698 98.1 1,614,256 98.5  5,113,195 98.4

携帯電話以外 

製品売上 12,767 1.6 20,774 1.3  65,313 1.3

技術支援売上 3,000 0.4 3,000 0.2  17,019 0.3

その他 － － － － － －

小計 15,767 1.9 23,774 1.5  82,333 1.6

合計 823,465 100.0 1,638,031 100.0  5,195,528 100.0

  

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
  至  平成21年６月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
  至  平成21年６月30日） 

前連結会計年度
（自 平成20年１月１日 

  至  平成20年12月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

後払いロイヤリティ  506,796 100.0 966,223 99.8  2,785,141 82.8

前払いロイヤリティ  58 0.0 1,854 0.2  579,028 17.2

ロイヤリティ合計  506,854 100.0 968,077 100.0  3,364,169 100.0



 （資産、負債、純資産の状況に関する分析） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べて869,894千円減少し、13,203,326千円と

なりました。これは主に売掛金が255,765千円減少したこと等によるものです。 

負債は、前連結会計年度末と比べて244,681千円減少し、744,706千円となりました。これは主に未納付消費税を支払

ったこと等により流動負債が減少したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末と比べて625,213千円減少し、12,458,620千円となりました。これは主に当四半期連結

累計期間において四半期純損失が生じたことにより利益剰余金が減少したことによるものです。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末と比べて1.5％増加し、

94.4％となりました。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第１四半期連結

会計期間末と比べ801,647千円減少し8,810,461千円となりました。当第２四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの

状況は以下のとおりです。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動により減少した資金は、197,478千円となりました。これは主に当第２四半期連結会計期間において減価償

却費189,411千円、法人税等の還付額420,564千円があったものの、税金等調整前四半期純損失が536,975千円生じたこ

と、また売上債権の増加123,356千円、および未払金の減少170,424千円があったこと等によるものです。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動の結果減少した資金は、588,855千円となりました。これは主に投資有価証券の取得610,854千円があったこ

と等によるものです。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動の結果減少した資金は、494千円となりました。 

  

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。 

なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号に

定義されているもの。）として、当社株式等の大量買付行為に関する対応プラン（買収防衛策）を定めております。 

＜当社株式等の大量買付行為に関する対応プラン（買収防衛策）について＞ 

本プランにおいて、「大量買付行為」とは、特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を 20％以上とするこ

とを目的とする当社株券等（注３）の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となるよう

な当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、予め当社取締役会が同

意した者による買付行為を除きます。）を意味し、「大量買付者」とは、大量買付行為を行う者及び行おうとする者を

意味します。 

 なお、会社法、金融商品取引法並びにそれらに関する政令、内閣府令及び省令等の関係法令並びに金融商品取引所の

規則等 （以下、総称して「法令等」といいます。）に改正 （法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含

みます。）があり、これらが施行された場合には、本プランにおいて引用する法令等の各条項は、当社取締役会が別途

定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に、それぞれ読み替えら

れるものとします。 

（注１）特定株主グループとは、①当社の株券等の保有者（金融商品取引法第 27条の 23第３項に基づき保有者に含まれる者を含み

ます。）及びその共同保有者 （同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を

含みます。）、②当社の株券等（同法第27条の２第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の２第１項に規定する

買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の２第７項に規定

する特別関係者をいいます。）、③上記①②の者の関係者 （①又は②の者に助言を行うファイナンシャル・アドバイザー、弁護士又は

会計士等を含みます。）を意味します。（注２）議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、（ⅰ）特定株主グル

ープが当社の株券等の保有者及びその共同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第27条の23第４項に規定す

る株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいい

ます。）も計算上考慮されるものとします。）又は（ⅱ）特定株主グループが当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等を

いいます。）の買付け等を行う者及びその特別関係者である場合の当該買付け等を行う者及び特別関係者の株券等保有割合（同法第27条

の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権（同法第27条

の２第８項に規定するものをいいます。）及び発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいいます。）は、有価証券報

告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。（注３）株券等と

は、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。 



 １．企業価値・株主共同の利益に関する考え方 

当社グループ（「当社グループ」とは、当社と会社法上の当社子会社を含む企業集団を指します。）は、売れる製品

を実現するための魅力的な技術を開発する研究開発型企業を目指し、パーソナルコンピュータを含む民生用電子機器向

けソフトウェア基盤技術の研究開発と販売をおこなっております。当社グループが独自の技術にて開発し提供している

ソフトウェア製品は、既に全世界で５億台を超える携帯電話やデジタルテレビ等の民生用電子機器に利用されており、

さらに毎年１億台以上の新たな製品に搭載され出荷され続けております。特に日本の携帯電話においては、全出荷台数

の９割以上に当社製品が使われており、海外にて利用されている分も含め、これらの民生用電子機器の機能を実現する

ために不可欠な構成要素となっております。このような基盤技術の提供が滞ることは、民生用電子機器を製造している

国内外の数多くの企業の製品出荷に多大な影響を与えるだけでなく、もはや一般市民の社会生活に欠かせないライフラ

インとなっている携帯電話の利用にも支障をきたす事態を招来することになります。 

 当社の企業価値は、このように民生用電子機器の不可欠な構成要素となっている当社グループの独自の技術に基づく

ソフトウェア製品が、携帯電話メーカーや通信事業者等、ひいては一般市民に安定的・継続的に供給されることによっ

て生み出されるものです。当社がかかるソフトウェア製品を安定的・継続的に供給することが出来なくなれば、多くの

当社の顧客先が他社製品にシフトすることが予想され、当社が生み出す将来の収益の合計が著しく毀損されることは明

らかであり、当社の企業価値・株主共同の利益が著しく損なわれることになります。 

 そもそもソフトウェア製品は、その性質上、人間の英知によってのみ創り出す事が可能であり、自動機械などで製造

を代替する事が不可能であることに加え、昨今のソフトウェア製品は規模が大きくなり複雑度が増してきているため、

開発ノウハウの継承には長期間を要するものとなっています。したがって、万一当社製品の開発に関わっている人材が

大量に流出し開発従事者を短期間で大幅に入れ替えざるを得ないような事態が生じた場合や少数であったとしても当社

製品の開発の枢要を担う開発従事者が離職するような事態が生じた場合には、品質の急激な劣化を招き、また、当社の

企業価値の源泉たるソフトウェア製品の安定的・継続的な供給に支障をきたすことになります。すなわち、当社の企業

価値は、当社が独自の技術にて開発し提供しているソフトウェア製品の安定的・継続的供給を源泉として生み出される

ものであり、かかる安定的・継続的供給のためには開発従事者の雇用関係維持がきわめて重要な要素のひとつとなりま

す。換言すれば、例えば、当社株式の大量買付行為が、開発従事者の流出を招来するおそれがある場合には、当社によ

るソフトウェア製品の安定的・継続的供給に支障をきたし、当社の企業価値が毀損されるおそれが大きいものといわざ

るを得ません。 

したがって、当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付行為を行う者は当社の財務及

び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付行為に対しては、必要かつ相当な

対抗措置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。 

   

２．本プランの基本方針・導入目的 

近時、企業活動のグローバル化により、わが国においても企業の世界的な事業戦略の一環として他企業の買収が当然

に考慮される時代となり、それに伴う新しい法制度の整備も進んでまいりました。そのような潮流のなか、企業構造・

企業文化の変化等を背景として、対象会社の取締役会の賛同を得ずに行われる企業買収、いわゆる「敵対的買収」の動

きも顕在化しつつあります。 

当社取締役会は、このような当社の買収を企図した大量買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益の確

保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。当社株式の大量買付行為を受け入れるか否かの

判断は、 終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。 

しかしながら、突如として大量買付行為が実施された場合、株主の皆様が大量買付行為の是非を判断する十分な時間

と情報が提供されず、結果として当社の企業価値・株主共同の利益が害される可能性は否定できません。 

株主の皆様から経営についての付託を受ける当社取締役会としては、このような当社株式の大量買付行為が発生した

場合、株主の皆様の判断のために十分な時間を確保し、当社取締役会が、当該大量買付行為に関する情報を収集して、

これを評価・検討し、また必要に応じて当該大量買付者との交渉並びに株主の皆様への代替案の提示を行うことが、株

主の皆様に適切なご判断をいただくために極めて重要であると認識しております。これらを遂行するためには大量買付

行為に関する一定のルールを定めることが必要であると考えます。また、当社取締役会は、上記の一定のルールを遵守

しない大量買付者による大量買付行為、又は、当該ルールを遵守するものの企業価値・株主共同の利益を毀損するおそ

れがある大量買付行為に対して、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるために客観的・合理的な検討

を行った上で相応な対抗措置をとることが必要な場合もあると認識しております。 

上記の理由により、当社取締役会は、下記に定める大量買付ルールを設定し、大量買付ルールを遵守しない大量買付

者による大量買付行為や企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがある大量買付行為に対しては必要に応じ相応の

対抗措置をとることが、当社の企業価値・株主共同の利益の維持・向上に必要と認識し、本定時株主総会において株主

の皆様のご承認を得た上、本プランを導入することといたしました。 

  



３．大量買付ルールの内容 

本プランでは、大量買付行為について、事前に大量買付者に対して、大量買付行為にかかる情報の提供を求め、株主

の皆様が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保し、必要に応じて当社取締役会が大量買付者と交渉を行い、

代替案を提示するための手続として、大量買付ルールを定めています。このような一定の手続きにしたがって大量買付

行為の適否が判断されることが、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的に合致す

るからです。 

具体的には、大量買付者には、買付の実行前に、大量買付ルールに従う旨の意向表明書を当社代表取締役宛に提出い

ただくものとします。意向表明書には、大量買付者の名称、住所、提案する大量買付行為の概要等を記載していただき

ます。当社取締役会は、この意向表明書の受領後５日以内に、大量買付者から当初提供していただくべき、当社株主の

皆様の判断、後述の独立委員会の勧告及び当社取締役会の意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」

といいます。）のリストを大量買付者に交付します。大量買付者には、本必要情報を当社の定める書式により当社取締

役会に提出していただきます。本必要情報の具体的な内容は大量買付者の属性及び大量買付行為の内容によって異なり

ますが、一般的な項目は以下のとおりです。 

① 大量買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合員その他の構成員を含

む。）の概要（資本構成、財務内容、経歴、属性、過去の大量買付行為及び結果等を含む。） 

② 買付の目的、方法及び内容（買付の対価の価額・種類、買付の時期、関連する取引の仕組み、買付の方法の適法

性、買付の実現可能性等を含む。） 

③ 買付の価格の算定根拠 

④ 買付の資金の裏づけ（買付の資金の提供者（実質的提供者を含む。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の

内容を含む。） 

⑤ 買付の後の当社グループの基本的な経営方針、事業計画、買付の後における当社の従業員、顧客を含む取引先、

債権者などの当社グループに係る利害関係者の処遇方針の概要 

⑥ 買付行為完了後に意図する当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための施策並びに当該施策が当社の企

業価値・株主共同の利益を向上させることの根拠 

⑦ その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

 なお、当社取締役会は、大量買付者より受けた情報を精査した結果、それだけでは不十分と判断した場合、回答期限

を設けた上で、合理的な範囲で大量買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。また、大量買

付行為の提案があった事実及び当社に提出された本必要情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められ

る場合には、当社取締役会が適切と判断する時点（独立委員会から開示勧告があった場合はその時点）で、その全部又

は一部を開示します。 

  

４．大量買付行為の評価・検討期間 

当社取締役会は、大量買付者が当社取締役会に本必要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみと

する公開買付による当社全株式の買付の場合）、又は90日間（その他の大量買付行為の場合）を取締役会による評価・

検討・交渉、取締役会としての意見形成及び取締役会による代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」とい

います）として与えられるべきものと考えます。したがって、大量買付行為は、取締役会評価期間の経過した後にのみ

開始されるものとします。取締役会評価期間中、当社取締役会は独立委員会に諮問し、また必要に応じて外部専門家等

の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を 大限尊重した上で、当

社取締役会としての大量買付行為に対する意見を取りまとめ、公表します。 

また、必要に応じ、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株

主の皆様に対し代替案を提示することがあります。 

  

５．対抗措置の発動に係る手続 

（１）独立委員会の勧告 

本プランの設計においては、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために大量買付行為に対する合理

的・客観的な評価・検討を行う機関として、社外取締役・社外監査役・有識者のいずれかに該当する者の中から取締役

会が選任した者により構成される独立委員会を設置することといたしました（独立委員会の構成、役割等については＜

資料＞別添「独立委員会規定の概要」をご参照ください。）。 

当社取締役会は取締役会評価期間において、独立委員会に必ず諮問を行うこととし、独立委員会は、諮問を受けた事

項について勧告を行います。 



独立委員会は、（ⅰ）大量買付者が本プランに定める手続を遵守しない大量買付者（以下「手続不遵守買付者」とい

います。）に該当する場合（発動事由①）、又は（ⅱ）大量買付者が本プランに定める手続を遵守した場合であって

も、（ａ）当該大量買付行為が企業価値・株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的買収に該当すると認めた

場合（発動事由②）、もしくは（ｂ）当該大量買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するおそれが

あると認めた場合（発動事由③）には、取締役会に対し、対抗措置を発動することを勧告するものとします。また、独

立委員会は、当該大量買付行為が上記発動事由の①、②、③のいずれにも該当しないと認めた場合には、対抗措置を発

動しないことを勧告するものとします。下記（２）で述べるとおり、取締役会は、独立委員会から対抗措置を発動しな

いよう勧告された場合は、これを尊重し対抗措置を発動することはいたしません。また、独立委員会から、対抗措置を

発動することを勧告された場合には、これを 大限尊重しつつも、株主の皆様から経営の付託を受け株主に対し 終的

な責任を負担する機関として、上記①、②、③の発動事由に該当するか否かについて自らの責任で 終的な判断を行

い、対抗措置を発動するか否かを判断するものとします。 

 なお、上記発動事由②の「当該大量買付行為が企業価値・株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的買収に

該当する場合」とは、次のいずれかに該当する大量買付行為をいいます。 

（ア）真に当社グループの経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者

に引き取らせる目的で大量買付行為を行う場合（いわゆるグリーンメーラーの場合） 

（イ）当社グループの経営を一時的に支配して、当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密、

主要取引先や顧客等を当該大量買付者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で大量

買付行為を行う場合 

（ウ）当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの資産（ただし、当社の事業遂行上使用する予定のない遊

休資産を処分する場合であって、当該資産の処分により当社が将来生み出す収益の合計に悪影響を与えない場合を除

く。）を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇

の機会を狙って当社株式の高値売り抜けをする目的で大量買付行為を行う場合 

（エ）強圧的二段階買収（ 初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは二段階目の買付条件を

明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うことをいいます。）等、株主に株式の売却を事実上強要するおそれ

がある買付行為を行う場合 

また、発動事由③の「当該大量買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するおそれがある場合」に

該当するか否かの判断に際しては、当社の企業価値が、当社が独自の技術にて開発し提供しているソフトウェア製品の

安定的・継続的供給を源泉として生み出されるものであり、かかる安定的・継続的供給のためには開発従事者の雇用関

係維持がきわめて重要であることに鑑み、当該大量買付行為によりソフトウェア製品の安定的・継続的供給が妨げられ

るおそれはないか、具体的には、開発技術者が当該大量買付行為によっても当社を離職せず、又は、離職した場合でも

当社と当社の顧客先との間の取引関係に影響がなく、当社の顧客先に対して当社が継続して製品の供給を行うことが可

能かどうかという点を重要な判断要素として検討することといたします。そして、これらを検討するにあたっては、必

ず開発従事者及び当社の顧客先から意見を聴取するものとします。 

ただし、独立委員会が聴取した開発従事者及び当社の顧客先の意見は、独立委員会が当社取締役会への勧告の内容を

決定する際に参考とする一要素として取り扱われるものであり、これのみによって勧告の内容が決定することはありま

せん。 

なお、独立委員会は、その判断の合理性・客観性を高めるために、必要に応じて、当社の費用で、独立した第三者

（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得

ることができるものとします。 

（２）取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会から対抗措置を発動しないことを勧告された場合には、対抗措置の不発動を決議するも

のとします。 

当社取締役会が、独立委員会から対抗措置を発動する旨の勧告を受けた場合は、独立委員会の勧告を 大限尊重しつ

つ、独自に発動要件を充足するかどうかの判断を行い、所定の場合には株主総会の決議を経た上、本プランに定める対

抗措置の発動を決議することができるものとします。また、当社取締役会は、独立委員会から対抗措置を発動する旨の

勧告を受けた場合であっても、自らの判断の結果発動事由の①、②、③に該当しないとの判断に至った場合は、対抗措

置の不発動を決議するものとします。 

当社取締役会は、上記いずれの場合も、決議を行った場合速やかに当該決議の内容その他の事項について情報開示を

行うものとします。 

① 大量買付者が手続不遵守買付者に該当する場合（発動事由①） 

 当社取締役会は、独立委員会より発動事由①に該当するとして対抗措置の発動勧告を受けた場合で自らの独立した

判断によっても当該大量買付者が手続不遵守買付行為者に該当すると認めた場合は、株主総会の決議を経ることな

く、対抗措置の発動を決議することができるものとします。なお、当社取締役会は、独立委員会による別段の勧告が

ない限り、対抗措置の発動を複数回にわたり行うことができるものとします。 



② 大量買付者が本プランに定める手続を遵守した場合 

 （ア） 大量買付行為が企業価値・株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的買収に該当する場合（発動事

由②） 

 当社取締役会は、独立委員会より発動事由②に該当するとして対抗措置の発動勧告を受けた場合で自らの独立した

判断によっても当該大量買付が企業価値・株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的買収に該当すると認め

た場合は、株主総会の決議を経ることなく（ただし、当社取締役会が株主の皆様の意思の確認を行うことが相当であ

ると判断した場合には株主総会の決議を経た上で）、対抗措置の発動を決議することができるものとします。なお、

当社取締役会は、独立委員会による別段の勧告がない限り、対抗措置の発動を複数回にわたり行うことができるもの

とします。 

 （イ） 大量買付行為が当社の企業価値・株主の共同の利益を著しく毀損するおそれがある場合（発動事由③） 

 当社取締役会は、独立委員会より発動事由③に該当するとして対抗措置の発動勧告を受けた場合で自らの独立した

判断によっても当該大量買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するおそれがあると認めた場合

は、株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認するものとします。その結果、株主の皆様が対抗措置の発動に賛成

であると認められる場合は、対抗措置の発動を決議することができるものとします。なお、当社取締役会は、独立委

員会による別段の勧告がない限り、対抗措置の発動を複数回にわたり行うことができるものとします。 

（３）株主総会の決議 

当社取締役会は、当社取締役会が当該大量買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するおそれがあ

ると認めた場合（発動事由③に該当する場合）、当該大量買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて、株主の

皆様の意思の確認を行うために株主総会を開催するものとします。このほか、当社取締役会は、当社取締役会が大量買

付行為が企業価値・株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的買収に該当すると認めた場合（発動事由②に該

当する場合）にも、大量買付行為の内容、大量買付者の属性その他諸般の事情を勘案した上で、当社取締役会が株主の

皆様の意思の確認を行うことが相当であると判断した場合には、当該大量買付行為に対し、対抗措置を発動するか否か

について、株主の皆様の意思の確認を行うために株主総会を開催することができるものとします。なお、上記のいずれ

の場合においても、当社取締役会は、法令等に基づき実務上可能な限り速やかに株主総会を開催するものとします。 

  

６．本プランにおける対抗措置の概要 

当社取締役会が本プランに基づく対抗措置として、新株予約権の無償割当てその他具体的にいかなる手段を講じるか

については、法令等及び当社定款上認められるあらゆる対抗措置のうち、その時点での 新の裁判所による判断等を考

慮した上 も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。 

 なお、対抗措置のひとつとして、特定買付者等による権利行使は原則として認められないとの差別的行使条件及び当

社が特定買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（以下

「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行う場合、本新株予約権の行使期間、行使条件等の内容については、

対抗措置としての効果を勘案して変更することがあります。また、本新株予約権の無償割当てを行う場合であると、ま

た、それ以外の手段による場合であるとを問わず、当社取締役会は、大量買付行為の内容その他諸般の事情を勘案し、

当社取締役会により対抗措置の発動が決議された場合、大量買付者が大量買付行為を撤回・中止することができるよう

な方策を、対抗措置の内容として設けることができるものとします。 

 なお、本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、特定買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行使され

た場合、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、特定買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付され

た場合には、当該特定買付者等の有する当社株式の議決権割合は、 大50%まで希釈化される可能性があります。 

  

７．株主及び投資家の皆様に与える影響等 

（１）本プラン導入時の株主・投資家の皆様への影響等 

本プランは、当社株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っ

ている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的と

しています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大量買付行為に応じるか否かについて適切な判断

をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値・株主共同の利益の保護につながるものと考えます。したがいま

して、本プランの導入は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、当社株

主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。本プランの導入時点においては、本新株予約権の無

償割当て又はその他の新株もしくは新株予約権の発行は行われませんので、株主及び投資家の皆様の権利・利益に直接

具体的な影響が生じることはありません。 



（２）本プランにおける対抗措置発動時の株主・投資家の皆様への影響等 

前述のとおり、当社取締役会は、企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、法令等及び当社定款により認

められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組み上、当社株主の皆様（発動要件①、②、③に該

当するような大量買付行為を行う大量買付者を除きます。）が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るよう

な事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、法令等

に従って適時適切な開示を行います。 

対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の無償割当てにつきましては、当該新株予約権の割当基準日におけ

る当社の 終の株主名簿に記録された株主に新株予約権が無償にて割り当てられますので、当該基準日における 終の

株主名簿に記録される必要があります。 

 なお、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行うことを決議した場合であっても、当社取締役会は、大量買付

者が買付行為を撤回した場合又は対抗措置発動を判断した際の前提となった事実関係に変更が生じ、対抗措置発動を実

施することが相当でなくなった場合は、新株予約権の割当期日の前日までに新株予約権の無償割当てを中止し、又は、

新株予約権の割当期日後、新株予約権の行使期間の初日の前日までに新株予約権を無償にて取得する場合があります。

これらの場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、希釈化を前提に売買を行った株主・投資家の

皆様におかれましては、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

  

８．本プランの有効期間、廃止 

本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から平成23年12月期（2011年度）の事業年度に関する定時株主総

会の終結の時までとします。 

 本プランの導入後、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認さ

れた場合、又は②当社取締役会で本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止される

ものとします。したがって、本プランについては、株主の皆様のご意向に従ってこれを廃止させることが可能です。当

社取締役会は、本プランが廃止された場合には、当該廃止ついて、情報開示を速やかに行います。 

  

 ９．本プランの合理性 

（１）買収防衛策に関する指針等の要件の充足 

本プランは、①経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上の

ための買収防衛策に関する指針」（以下「指針」といいます。）、②指針の定める原則を基本としつつ、経済産業省に

設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、③

東京証券取引所の有価証券上場規程第442条に定める買収防衛策の導入に関する事項の内容を踏まえ、上記指針等の示

すところを充足するように設計されております。 

（２）企業価値・株主共同の利益の確保・向上 

本プランは、当社株主の皆様に対し、大量買付行為に応じるか否かについて適切な判断をするための必要且つ十分な

情報及び時間を提供するものであり、当社の企業価値・株主共同の利益の 大化を目的として導入されるものです。 

 また、本プランに定める手続きが遵守されない場合、又は本プランに定める手続きが遵守された場合であっても、本

プランに規定される一定の場合には、当社取締役会は所定の手続（株主総会の決議を含む。）を経て対抗措置の発動を

決議することがありますが、かかる決議は、当社の企業価値・株主共同の利益を 大化させることのみを目的として行

われるよう、本プランは設計されております。 

（３）事前の開示 

当社は、大量買付者を含む当社株主の皆様や投資家の皆様の予見可能性を高め、当社株主の皆様に適切な選択の機会

を確保していただくため、本プランを株主総会において当社株主の皆様のご承認を得て導入するものであり、その目

的、内容等を予め具体的に開示します。 

また、当社は対抗措置の発動を決議した場合にも、適用ある法令等に従って適時且つ適切に開示を行うものとしま

す。 

（４）株主意思の重視 

当社は、株主総会において当社株主の皆様のご承認が得られることを条件として本プランを導入させていただくもの

です。また、本プランでは、一定の場合には、株主総会において対抗措置を発動するか否かについて株主の皆様の意思

の確認を行うこととされています。 

さらに、８．「本プランの有効期間、廃止」にて記載したとおり、本プランの有効期間は３年間とするいわゆるサンセ

ット条項が付されており、かつその有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、この点でも、本プランの存続の適否には、株主の皆様

のご意向が反映されることとなっております。 



（５）独立委員会の設置 

当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために大量買付行為に対する合理的・客観的な評価・検

討を行う機関として、独立委員会を設置します。独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、

（i）当社社外取締役、（ii）当社社外監査役、又は（iii）社外有識者のいずれかに該当する委員３名以上により構成

されます。そして、当社取締役会は独立委員会への諮問を経た上、独立委員会が発動を勧告しない限り、対抗措置の発

動を決定することができないものとされています。このように、独立委員会は、当社取締役会がその自己保身のために

大量買付行為に対して不当に対抗措置を講じることがないよう、機能するものとされています。 

（６）合理的な客観的発動要件の設定 

本プランは、「５．対抗措置の発動に係る手続」にて記載したとおり、株主総会の決議を経ず取締役会決議のみに基

づき対抗措置を発動するためには、予め定められた合理的な客観的要件が充足されなければならないように設計されて

おり、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。 

（７）デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 

本プランは、株主総会の決議によって廃止できるほか、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会に

より廃止することができるものとされているため、当社の株券等を大量に買い付けた者は、当社株主総会で取締役を指

名し、かかる取締役で構成される取締役会により本プランを廃止することが可能です。したがいまして、本プランは、

いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛

策）ではありません。 

また、当社においては取締役の期差任期制は採用されていないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策（取締

役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありま

せん。 

 （８）取締役の保身を目的とするものではないこと 

上記（２）にて記載したとおり、本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益の 大化を目的として導入されるも

のであり、当社取締役会が自己保身を目的として導入するものではありません。 

また、上記（５）や（６）にて記載したとおり、対抗措置の発動時においても、当社取締役が自己保身を目的として恣

意的に発動することを防止するための仕組みを確保しております。 

 ＜資料＞ 別添 

独立委員会規定の概要 

１．設置 

 独立委員会は当社取締役会の決議により設定されます。 

２．構成員 

 当社取締役会により委嘱を受けた社外取締役、社外監査役又は当社取締役会から独立した有識者（弁護士、公認会計士、学識経験者、投

資銀行業務に精通する者、実績ある会社経営者等をいう。）３名以上で構成されます。 

３．任期 

 選任後３年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。ただし、本プランが廃止された場合

は、その時点をもって、全ての委員につき委員としての任期が終了するものとします。 

 任期の満了前に退任した委員の補欠として選任された委員の任期は、退任した委員の任期の満了する時までとします。 

４．決議要件 

 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の全員が出席し、その過半数をもってこれを行うものとします。ただし、独立委員会の全

員が出席できない場合には、独立委員会の決議は、独立委員会の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うものとします。 

５．決議事項その他 

 独立委員会は、当社に対する大量買付行為が発生した場合には、これに応じ、開発従事者及び当社の顧客先から意見を聴取したうえで、

原則として以下の各号に記載された事項について精査、検討、審議等のうえ決定し、その決定の内容をその理由を付して当社取締役会に勧

告するものとします。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点

からこれを行うことを要し、自ら又は当社取締役の利益を図ることを目的としては行わないものとします。 

① 大量買付ルールの対象となる大量買付行為の存否 

 ② 大量買付者が提供すべき情報の範囲 

 ③ 大量買付者が提供した情報の当社株主への開示の時期及び範囲 

 ④ 大量買付者が大量買付ルールを遵守したか否か 

 ⑤ 大量買付者による大量買付行為に対する代替案の提案の可否 

 ⑥ 本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動の可否 

 ⑦ 本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動の中止 

 ⑧ その他当社取締役会が独立委員会に諮問した事項 

 また、独立委員会は、適切な判断を確保するために、上記判断に際して、必要かつ十分な情報収集に努めるものとし、当社の費用で、
独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ることが
できます。 



（4）研究開発活動 

 当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、195,054千円であります。 

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

（5）戦略的現状と見通し 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループの戦略的現状と見通しに重要な変更はありません。 



  

（1）主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、事業所「プラットフォーム開発センター/第２オフィス」（東京都新宿区）を

東京本社に統合し、開発用設備、賃借設備等を除却しております。 

  

（2）設備の新設、除却等の計画 

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設及び除却等の計画はありません。 

  

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年８月１日からこの第２四半期報告書提出日までの新株引受権及び新株予

約権の権利行使により発行されたものは含まれておりません。 

第３【設備の状況】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  261,300

計  261,300

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成21年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月14日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容

普通株式  101,334  101,334
東京証券取引所 

（マザーズ） 

単元株制度は採用

しておりません。 

計  101,334  101,334 － － 



① 旧商法第280条ノ19第１項に基づく新株引受権の状況 

（平成13年７月14日臨時株主総会の決議） 

 （注）１．付与株式数は、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株引受権のうち、未行使の新株引受権の目的

となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株につい

ては、これを切り捨てます。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率） 

上記の他、下記２．に定める新株の発行価額の調整事由が生じた場合にも、各新株引受権につき、調整後株

式数に調整後発行価額を乗じた額が調整前株式数に調整前発行価額を乗じた額と同額になるよう、各新株引

受権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとしております。 

２．発行価額は、当社が株式分割又は併合を行う場合には、新株の発行価額を以下に定める算式により調整し、

調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

また、新株引受権付与日後に当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分するとき（新株引受

権及び新株予約権の行使による場合、転換株式の転換による場合を除きます。）は、次の算式により新株の

発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

上記算式における時価とは、調整後発行価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社の普

通株式の証券取引所等における普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値とし、１円未満は切り上

げます。また、上記の算式における既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日が

ない場合は調整後発行価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

の総数を控除した数とします。上記の他、新株引受権付与日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を

行う場合、その他これらに準ずる場合で、新株の発行価額の調整を当社が必要と認めるときは、必要かつ合

理的な範囲で、当社の取締役会が新株の発行価額を適切に調整できるものとします。 

３．新株引受権の付与対象者は、次に定める事由が生じた場合には、当社に対する新株引受権を直ちに喪失する

ものとします。 

（１）新株引受権の行使期間初日の到来前に死亡した場合。 

（２）禁固以上の刑に処せられた場合。 

（２）【新株予約権等の状況】

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数  －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）   －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（注１）（株）  33

新株予約権の行使時の払込金額（円）  50,000

新株予約権の行使期間 
平成16年８月１日から 

平成23年７月14日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（注２） 

発行価格   50,000円 

資本組入額 25,000円 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注５）  

（調整後発行価額）＝（調整前発行価額）×
１ 

（分割・併合の比率）

  
既発行株式数＋

新規発行・処分株式数×１株当り払込金額

調整後発行価額＝調整前発行価額×
時価 

既発行株式数＋新規発行・処分による増加株式数 



（３）当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の処分を受けた場合。 

（４）当社の取締役又は従業員でなくなった場合。但し、当社の命令により他社へ出向又は転籍した場合そ

の他取締役会がその都度適当と判断する場合は除きます。新株引受権の行使期間中に死亡により地位

を喪失した場合には、その相続人が契約に従うことを条件として新株引受権を行使することができま

す。 

 （５） ストックオプション付与契約変更契約書のいずれかの規定に違反した場合。 

４．新株引受権の行使の条件及び新株引受権の譲渡に関する事項につきましては、平成13年７月14日開催の臨時

株主総会及び平成13年６月26日開催の取締役会の決議に基づき締結した「ストックオプション付与契約書」

に関して、平成15年８月29日開催の臨時株主総会及び平成15年７月29日開催の取締役会の決議に基づき変更

し、当社と対象となる取締役及び従業員との間で締結した「ストックオプション付与契約変更契約書」に定

められております。 

 ５．当社が、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社は、ストックオプションにかかる義務

を、株式交換契約書あるいは株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換又は株式移転による完

全親会社となる会社に承継させ、又は実質的に同様の結果となるようにし、又はそのように努力するものと

します。承継されたストックオプションの内容の決定の方針は以下のとおりとします。 

 ①目的たる完全親会社の株式の種類 

 完全子会社となる場合に完全親会社が発行する株式と同種の株式 

 ②目的となる完全親会社の株式の数 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端

株については、これを切り捨てます。 

 ③発行価額 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り

捨てます。 

 ④行使期間、行使条件、消却事由・条件 

 株式交換又は株式移転に際し「ストックオプション付与契約書」に準じて当社の取締役会が決定します。

 ⑤譲渡制限 

 ストックオプションの譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。 

  

（平成13年12月27日臨時株主総会の決議） 

 （注）１．付与株式数は、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株引受権のうち、未行使の新株引受権の目的

となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株につい

ては、これを切り捨てます。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率） 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数  －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式      

新株予約権の目的となる株式の数（注１）（株）  24.28

新株予約権の行使時の払込金額（円）  88,558

新株予約権の行使期間 
平成17年１月１日から 

平成23年12月27日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（注２） 

発行価格  88,558円 

資本組入額 44,279円 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） 

代用払込みに関する事項  －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５）  



上記の他、下記２．に定める新株の発行価額の調整事由が生じた場合にも、各新株引受権につき、調整後株

式数に調整後発行価額を乗じた額が調整前株式数に調整前発行価額を乗じた額と同額になるよう、各新株引

受権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとしております。 

２．発行価額は、当社が株式分割又は併合を行う場合には、新株の発行価額を以下に定める算式により調整し、

調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

また、新株引受権付与日後に当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分するとき（新株引受

権及び新株予約権の行使による場合、転換株式の転換による場合を除きます。）は、次の算式により新株の

発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

上記算式における時価とは、調整後発行価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社の普

通株式の証券取引所等における普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値とし、１円未満は切り上

げます。また、上記の算式における既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日が

ない場合は調整後発行価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

の総数を控除した数とします。上記の他、新株引受権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を

行う場合、その他これらに準ずる場合で、新株の発行価額の調整を当社が必要と認めるときは、必要かつ合

理的な範囲で、当社の取締役会が新株の発行価額を適切に調整できるものとします。 

３．新株引受権の付与対象者は、次に定める事由が生じた場合には、当社に対する新株引受権を直ちに喪失する

ものとします。 

（１）新株引受権の行使期間初日の到来前に死亡した場合。 

（２）禁固以上の刑に処せられた場合。 

（３）当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の処分を受けた場合。 

（４）当社の取締役又は従業員でなくなった場合。但し、当社の命令により他社へ出向又は転籍した場合そ

の他取締役会がその都度適当と判断する場合は除きます。新株引受権の行使期間中に死亡により地位

を喪失した場合には、その相続人が契約に従うことを条件として新株引受権を行使することができま

す。 

 （５） ストックオプション付与契約変更契約書のいずれかの規定に違反した場合。 

４．新株引受権の行使の条件及び新株引受権の譲渡に関する事項につきましては、平成13年12月27日開催の臨時

株主総会及び平成13年12月11日開催の取締役会の決議に基づき締結した「ストックオプション付与契約書」

に関して、平成15年８月29日開催の臨時株主総会及び平成15年７月29日開催の取締役会の決議に基づき更

し、当社と対象となる従業員との間で締結した「ストックオプション付与契約変更契約書」に定められてお

ります。 

 ５．当社が、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社は、ストックオプションにかかる義務

を、株式交換契約書あるいは株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換又は株式移転による完

全親会社となる会社に承継させ、又は実質的に同様の結果となるようにし、又はそのように努力するものと

します。承継されたストックオプションの内容の決定の方針は以下のとおりとします。 

 ①目的たる完全親会社の株式の種類 

 完全子会社となる場合に完全親会社が発行する株式と同種の株式 

 ②目的となる完全親会社の株式の数 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端

株については、これを切り捨てます。 

 ③発行価額 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り

捨てます。 

 ④行使期間、行使条件、消却事由・条件 

 株式交換又は株式移転に際し「ストックオプション付与契約書」に準じて当社の取締役会が決定します。

 ⑤譲渡制限 

 ストックオプションの譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。 

（調整後発行価額）＝（調整前発行価額）×
１ 

（分割・併合の比率）

  
既発行株式数＋

新規発行・処分株式数×１株当り払込金額 

調整後発行価額＝調整前発行価額×
時価 

既発行株式数＋新規発行・処分による増加株式数 



（平成14年３月22日定時株主総会の決議） 

 （注）１．付与株式数は、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株引受権のうち、未行使の新株引受権の目的

となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株につい

ては、これを切り捨てます。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率） 

上記の他、下記２．に定める新株の発行価額の調整事由が生じた場合にも、各新株引受権につき、調整後株

式数に調整後発行価額を乗じた額が調整前株式数に調整前発行価額を乗じた額と同額になるよう、各新株引

受権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとしております。 

２．発行価額は、当社が株式分割又は併合を行う場合には、新株の発行価額を以下に定める算式により調整し、

調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

また、新株引受権付与日後に当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分するとき（新株引受

権及び新株予約権の行使による場合、転換株式の転換による場合を除きます。）は、次の算式により新株の

発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

上記算式における時価とは、調整後発行価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社の普

通株式の証券取引所等における普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値とし、１円未満は切り上

げます。また、上記の算式における既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日が

ない場合は調整後発行価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

の総数を控除した数とします。上記の他、新株引受権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を

行う場合、その他これらに準ずる場合で、新株の発行価額の調整を当社が必要と認めるときは、必要かつ合

理的な範囲で、当社の取締役会が新株の発行価額を適切に調整できるものとします。 

３．新株引受権の付与対象者は、次に定める事由が生じた場合には、当社に対する新株引受権を直ちに喪失する

ものとします。 

   （１）新株引受権の行使期間初日の到来前に死亡した場合。 

   （２）禁固以上の刑に処せられた場合。 

   （３）当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の処分を受けた場合。 

   （４）当社の取締役又は従業員でなくなった場合。但し、当社の命令により他社へ出向又は転籍した場合そ

の他取締役会がその都度適当と判断する場合は除きます。新株予約権の行使期間中に死亡により地位を喪失

した場合には、その相続人が契約に従うことを条件として新株予約権を行使することができます。 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数  －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式      

新株予約権の目的となる株式の数（注１）（株）  180.39

新株予約権の行使時の払込金額（円）  88,558

新株予約権の行使期間 
平成17年４月１日から 

平成24年３月22日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（注２） 

発行価格  88,558円 

資本組入額 44,279円 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） 

代用払込みに関する事項  －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５）  

（調整後発行価額）＝（調整前発行価額）×
１ 

（分割・併合の比率）

  
既発行株式数＋

新規発行・処分株式数×１株当り払込金額 

調整後発行価額＝調整前発行価額×
時価 

既発行株式数＋新規発行・処分による増加株式数 



 （５）ストックオプション付与契約変更契約書のいずれかの規定に違反した場合。 

４．新株引受権の行使の条件及び新株引受権の譲渡に関する事項につきましては、平成14年３月22日開催の定時

株主総会及び平成14年２月19日開催の取締役会の決議に基づき締結した「ストックオプション付与契約書」

に関して、平成15年８月29日開催の臨時株主総会及び平成15年７月29日開催の取締役会の決議に基づき変更

し、当社と対象となる従業員との間で締結した「ストックオプション付与契約変更契約書」に定められてお

ります。 

 ５．当社が、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社は、ストックオプションにかかる義務

を、株式交換契約書あるいは株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換又は株式移転による完

全親会社となる会社に承継させ、又は実質的に同様の結果となるようにし、又はそのように努力するものと

します。承継されたストックオプションの内容の決定の方針は以下のとおりとします。 

 ①目的たる完全親会社の株式の種類 

 完全子会社となる場合に完全親会社が発行する株式と同種の株式 

 ②目的となる完全親会社の株式の数 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端

株については、これを切り捨てます。 

 ③発行価額 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り

捨てます。 

 ④行使期間、行使条件、消却事由・条件 

 株式交換又は株式移転に際し「ストックオプション付与契約書」に準じて当社の取締役会が決定します。

 ⑤譲渡制限 

 ストックオプションの譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。 

  

② 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21に基づく新株予約権の状況 

（平成15年８月29日臨時株主総会の決議） 

 （注）１．当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を

以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを切

り捨てます。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率） 

上記の他、下記２．に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に

調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の

行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとしております。 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数（個）  138

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式      

新株予約権の目的となる株式の数（注１）（株）  414

新株予約権の行使時の払込金額（円）  66,667

新株予約権の行使期間 
平成17年９月１日から 

平成24年８月29日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（注２） 

発行価格  66,667円 

資本組入額 33,334円 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） 

代用払込みに関する事項  －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５）  



２．当社が株式分割又は併合を行う場合には、各新株予約権の行使に際して１株当たりの払込をすべき額を以下

に定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

なお、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分するとき（新株引

受権及び新株予約権の行使による場合、転換株式の転換による場合を除きます。）は、次の算式により行使

価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

上記算式における時価とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当社の普

通株式の証券取引所等における普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値とし、１円未満は切り上

げます。また、上記の算式における既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日が

ない場合は調整後行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

の総数を控除した数とします。上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を

行う場合、その他これらに準ずる場合で、行使価額の調整を当社が必要と認めるときは、必要かつ合理的な

範囲で、当社の取締役会が行使価額を適切に調整できるものとします。 

３．新株予約権の付与対象者は、次に定める事由が生じた場合には、当社に対する新株予約権を直ちに喪失する

ものとします。 

（１）新株予約権の行使期間初日の到来前に死亡した場合。 

（２）禁固以上の刑に処せられた場合。 

（３）当社又はAplix Corporation of Americaの就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の処分を受けた場

合。 

（４）当社又はAplix Corporation of Americaの取締役又は従業員でなくなった場合。但し、当社の命令に

より他社へ出向又は転籍した場合その他取締役会がその都度適当と判断する場合は除きます。新株予

約権の行使期間中に死亡により地位を喪失した場合には、その相続人が契約に従うことを条件として

新株予約権を行使することができます。 

 （５） 新株予約権割当契約書のいずれかの規定に違反した場合。 

４．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成15年８月29日開催の臨時

株主総会及び平成15年８月29日開催の取締役会の決議に基づき、当社及びAplix Corporation of Americaの

取締役及び従業員との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定められております。 

 ５．当社が、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社は、ストックオプションにかかる義務

を、株式交換契約書あるいは株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換又は株式移転による完

全親会社となる会社に承継させ、又は実質的に同様の結果となるようにし、又はそのように努力するものと

します。承継されたストックオプションの内容の決定の方針は以下のとおりとします。 

 ①目的たる完全親会社の株式の種類 

 完全子会社となる場合に完全親会社が発行する株式と同種の株式 

 ②目的となる完全親会社の株式の数 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端

株については、これを切り捨てます。 

 ③発行価額 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り

捨てます。 

 ④行使期間、行使条件、消却事由・条件 

 株式交換又は株式移転に際し「ストックオプション付与契約書」に準じて当社の取締役会が決定します。

 ⑤譲渡制限 

 ストックオプションの譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。 

  

（調整後行使価額）＝（調整前行使価額）×
１ 

（分割・併合の比率）

  
既発行株式数＋

新規発行・処分株式数×１株当り払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新規発行・処分による増加株式数 



    （平成16年３月23日定時株主総会の決議 １） 

  （注）１．当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を

以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを切

り捨てます。 

      （調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率） 

上記の他、下記２．に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に

調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の

行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとしております。 

２．当社が株式分割又は併合を行う場合には、各新株予約権の行使に際して１株当たりの払込をすべき額を以下

に定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

なお、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行（改正前商法に基づき付与されたスト

ックオプションとしての新株引受権の行使又は新株予約権の行使による場合を除きます。）又は自己株式を

処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げ

ます。 

上記算式における時価とは、当社の調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当

社の普通株式の証券取引所等における普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値とし、1円未満は

切り上げます。また、上記の算式における既発行株式数とは、株主割当日がある場合はその日、また、株主

割当日がない場合は調整後行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数から当社の保有する

自己株式の総数を控除した数とします。なお、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式

の処分」、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に読み替えるものとします。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準ず

る場合で、行使価額の調整を当社が必要と認めるときは、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が行使

価額を適切に調整できるものとします。 

３．新株予約権の付与対象者は、次に定める事由が生じた場合には、当社に対する新株予約権を直ちに喪失する

ものとします。 

（１） 新株予約権の行使期間初日の到来前に死亡した場合 

（２）禁固以上の刑に処せられた場合 

（３）当社又はAplix Corporation of Americaの就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の処分を受けた場合 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数（個）  10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式      

新株予約権の目的となる株式の数（注１）（株）  30

新株予約権の行使時の払込金額（円）  960,000

新株予約権の行使期間 
平成18年４月１日から 

平成25年３月23日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（注２） 

発行価格  960,000円 

資本組入額 480,000円 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） 

代用払込みに関する事項  －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５）  

（調整後行使価額）＝（調整前行使価額）×
１ 

（分割・併合の比率）

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



（４）当社又はAplix corporation of Americaの取締役又は従業員でなくなった場合（但し、当社の命令に

より他社へ出向又は転籍した場合その他取締役会がその都度適当と判断する場合は除きます。また、

ストックオプションの行使期間中に死亡により地位を喪失した場合には、その相続人が契約に従うこ

とを条件としてストックオプションを行使することができます。） 

（５）新株予約権割当契約書のいずれかの規定に違反した場合 

４．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成16年３月23日開催の定時

株主総会及び平成16年５月25日開催の取締役会の決議に基づき、当社と対象となる従業員との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定められております。 

 ５．当社が、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社は、ストックオプションにかかる義務

を、株式交換契約書あるいは株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換又は株式移転による完

全親会社となる会社に承継させ、又は実質的に同様の結果となるようにし、又はそのように努力するものと

します。承継されたストックオプションの内容の決定の方針は以下のとおりとします。 

 ①目的たる完全親会社の株式の種類 

 完全子会社となる場合に完全親会社が発行する株式と同種の株式 

 ②目的となる完全親会社の株式の数 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端

株については、これを切り捨てます。 

 ③発行価額 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り

捨てます。 

 ④行使期間、行使条件、消却事由・条件 

 株式交換又は株式移転に際し「ストックオプション付与契約書」に準じて当社の取締役会が決定します。

 ⑤譲渡制限 

 ストックオプションの譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。 

  

    （平成16年３月23日定時株主総会の決議 ２） 

 （注）１．当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を

以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを切

り捨てます。 

      （調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率） 

上記の他、下記２．に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に

調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の

行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとしております。 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数（個）  13

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式      

新株予約権の目的となる株式の数（注１）（株）  39

新株予約権の行使時の払込金額（円）  1,027,279

新株予約権の行使期間 
平成18年４月１日から 

平成25年３月23日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（注２） 

発行価格  1,027,279円 

資本組入額   513,640円 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） 

代用払込みに関する事項  －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５）  



２．当社が株式分割又は併合を行う場合には、各新株予約権の行使に際して１株当たりの払込をすべき額を以下

に定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

なお、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行（改正前商法に基づき付与されたスト

ックオプションとしての新株引受権の行使又は新株予約権の行使による場合を除きます。）又は自己株式を

処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げ

ます。 

上記算式における時価とは、当社の調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当

社の普通株式の証券取引所等における普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値とし、1円未満は

切り上げます。また、上記の算式における既発行株式数とは、株主割当日がある場合はその日、また、株主

割当日がない場合は調整後行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数から当社の保有する

自己株式の総数を控除した数とします。なお、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式

の処分」、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」を読み替えるものとします。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準ず

る場合で、行使価額の調整を当社が必要と認めるときは、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が行使

価額を適切に調整できるものとします。 

３．新株予約権の付与対象者は、次に定める事由が生じた場合には、当社に対する新株予約権を直ちに喪失する

ものとします。 

 （１）新株予約権の行使期間初日の到来前に死亡した場合 

（２）禁固以上の刑に処せられた場合 

（３）当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の処分を受けた場合 

（４）当社の取締役又は従業員でなくなった場合（但し、当社の命令により他社へ出向又は転籍した場合そ

の他取締役会がその都度適当と判断する場合は除きます。また、ストックオプションの行使期間中に

死亡により地位を喪失した場合には、その相続人が契約に従うことを条件としてストックオプション

を行使することができます。） 

（５）新株予約権割当契約書のいずれかの規定に違反した場合 

４．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成16年３月23日開催の定時

株主総会及び平成16年６月24日開催の取締役会の決議に基づき、当社と対象となる従業員との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定められております。 

 ５．当社が、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社は、ストックオプションにかかる義務

を、株式交換契約書あるいは株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換又は株式移転による完

全親会社となる会社に承継させ、又は実質的に同様の結果となるようにし、又はそのように努力するものと

します。承継されたストックオプションの内容の決定の方針は以下のとおりとします。 

 ①目的たる完全親会社の株式の種類 

 完全子会社となる場合に完全親会社が発行する株式と同種の株式 

 ②目的となる完全親会社の株式の数 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端

株については、これを切り捨てます。 

 ③発行価額 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り

捨てます。 

 ④行使期間、行使条件、消却事由・条件 

 株式交換又は株式移転に際し「ストックオプション付与契約書」に準じて当社の取締役会が決定します。

 ⑤譲渡制限 

 ストックオプションの譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。 

（調整後行使価額）＝（調整前行使価額）×
１ 

（分割・併合の比率）

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



    （平成17年３月23日定時株主総会の決議 １） 

 （注）１．当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を

以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを切

り捨てます。 

      （調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率） 

上記の他、下記２．に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に

調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の

行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとしております。 

２．当社が株式分割又は併合を行う場合には、各新株予約権の行使に際して１株当たりの払込をすべき額を以下

に定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

なお、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行（改正前商法に基づき付与されたスト

ックオプションとしての新株引受権の行使又は新株予約権の行使による場合を除く）又は自己株式を処分す

るときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げます。

上記算式における時価とは、当社の調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当

社の普通株式の証券取引所等における普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値とし、1円未満は

切り上げます。また、上記の算式における既発行株式数とは、株主割当日がある場合はその日、また、株主

割当日がない場合は調整後行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数から当社の保有する

自己株式の総数を控除した数とします。なお、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式

の処分」、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に読み替えるものとします。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準ず

る場合で、行使価額の調整を当社が必要と認めるときは、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が行使

価額を適切に調整できるものとします。 

３．新株予約権の付与対象者は、次に定める事由が生じた場合には、当社に対する新株予約権を直ちに喪失する

ものとします。 

 （１）新株予約権の行使期間初日の到来前に死亡した場合 

（２）禁固以上の刑に処せられた場合 

（３）付与対象者が適用を受ける就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の処分を受け、取締役又は従業員の

地位を失った場合 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数（個）  50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式      

新株予約権の目的となる株式の数（注１）（株）  150

新株予約権の行使時の払込金額（円）  698,500

新株予約権の行使期間 
平成19年４月１日から 

平成26年３月23日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（注２,５） 

発行価格  698,500円 

資本組入額 349,250円 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） 

代用払込みに関する事項  －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５）  

（調整後行使価額）＝（調整前行使価額）×
１ 

（分割・併合の比率）

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



（４）付与対象者が取締役又は従業員の地位を有する会社において取締役又は従業員でなくなった場合（但

し、当社の命令により他社へ出向又は転籍した場合その他取締役会がその都度適当と判断する場合は

除きます。また、ストックオプションの行使期間中に死亡により地位を喪失した場合には、その相続

人が契約に従うことを条件としてストックオプションを行使することができます。） 

（５）新株予約権割当契約書のいずれかの規定に違反した場合 

４．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成17年３月23日開催の定時

株主総会及び平成17年５月25日開催の取締役会の決議に基づき、当社と対象となる従業員との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定められております。 

 ５．当社が、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社は、ストックオプションにかかる義務

を、株式交換契約書あるいは株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換又は株式移転による完

全親会社となる会社に承継させ、又は実質的に同様の結果となるようにし、又はそのように努力するものと

します。承継されたストックオプションの内容の決定の方針は以下のとおりとします。 

 ①目的たる完全親会社の株式の種類 

 完全子会社となる場合に完全親会社が発行する株式と同種の株式 

 ②目的となる完全親会社の株式の数 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端

株については、これを切り捨てます。 

 ③発行価額 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り

捨てます。 

 ④行使期間、行使条件、消却事由・条件 

 株式交換又は株式移転に際し「ストックオプション付与契約書」に準じて当社の取締役会が決定します。

 ⑤譲渡制限 

 ストックオプションの譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。 

  

    （平成17年３月23日定時株主総会の決議 ３） 

 （注）１．当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を

以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを切

り捨てます。 

      （調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率） 

上記の他、下記２．に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に

調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の

行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとしております。 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数（個）  41

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式      

新株予約権の目的となる株式の数（注１）（株）  123

新株予約権の行使時の払込金額（円）  1,350,000

新株予約権の行使期間 
平成19年４月１日から 

平成26年３月23日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（注２） 

発行価格  1,350,000円 

資本組入額   675,000円 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） 

代用払込みに関する事項  －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５）  



２．当社が株式分割又は併合を行う場合には、各新株予約権の行使に際して１株当たりの払込をすべき額を以下

に定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

なお、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行（旧商法に基づき付与されたストック

オプションとしての新株引受権の行使又は新株予約権の行使による場合を除きます。）又は自己株式を処分

するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げま

す。 

上記算式における時価とは、当社の調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当

社の普通株式の証券取引所等における普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値とし、1円未満は

切り上げます。また、上記の算式における既発行株式数とは、株主割当日がある場合はその日、また、株主

割当日がない場合は調整後行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数から当社の保有する

自己株式の総数を控除した数とします。なお、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式

の処分」、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に読み替えるものとします。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準ず

る場合で、行使価額の調整を当社が必要と認めるときは、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が行使

価額を適切に調整できるものとします。 

３．新株予約権の付与対象者は、次に定める事由が生じた場合には、当社に対する新株予約権を直ちに喪失する

ものとします。 

 （１）新株予約権の行使期間初日の到来前に死亡した場合 

（２）禁固以上の刑に処せられた場合 

（３）付与対象者が適用を受ける就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の処分を受け、取締役又は従業員の

地位を失った場合 

（４）付与対象者が取締役又は従業員の地位を有する会社において取締役又は従業員でなくなった場合（但

し、当社の命令により他社へ出向又は転籍した場合その他取締役会がその都度適当と判断する場合は

除きます。また、ストックオプションの行使期間中に死亡により地位を喪失した場合には、その相続

人が契約に従うことを条件としてストックオプションを行使することができます。） 

（５）新株予約権割当契約書のいずれかの規定に違反した場合 

４．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成17年３月23日開催の定時

株主総会及び平成17年12月27日開催の取締役会の決議に基づき、当社と対象となる従業員との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定められております。 

 ５．当社が、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社は、ストックオプションにかかる義務

を、株式交換契約書あるいは株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換又は株式移転による完

全親会社となる会社に承継させ、又は実質的に同様の結果となるようにし、又はそのように努力するものと

します。承継されたストックオプションの内容の決定の方針は以下のとおりとします。 

 ①目的たる完全親会社の株式の種類 

 完全子会社となる場合に完全親会社が発行する株式と同種の株式 

 ②目的となる完全親会社の株式の数 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端

株については、これを切り捨てます。 

 ③発行価額 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り

捨てます。 

 ④行使期間、行使条件、消却事由・条件 

 株式交換又は株式移転に際し「ストックオプション付与契約書」に準じて当社の取締役会が決定します。

 ⑤譲渡制限 

 ストックオプションの譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。 

  

（調整後行使価額）＝（調整前行使価額）×
１ 

（分割・併合の比率）

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



    （平成18年３月29日定時株主総会の決議 １） 

 （注）１．当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を

以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端株については、これを切

り捨てます。 

      （調整後株式数）＝（調整前株式数）×（分割・併合の比率） 

上記の他、下記２．に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に

調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の

行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとしております。 

２．当社が株式分割又は併合を行う場合には、各新株予約権の行使に際して１株当たりの払込をすべき額を以下

に定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 

なお、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行（旧商法に基づき付与されたストック

オプションとしての新株引受権の行使又は新株予約権の行使による場合を除きます。）又は自己株式を処分

するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げま

す。 

上記算式における時価とは、当社の調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当

社の普通株式の証券取引所等における普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値とし、1円未満は

切り上げます。また、上記の算式における既発行株式数とは、株主割当日がある場合はその日、また、株主

割当日がない場合は調整後行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数から当社の保有する

自己株式の総数を控除した数とします。なお、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式

の処分」、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に読み替えるものとします。 

上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準ず

る場合で、行使価額の調整を当社が必要と認めるときは、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が行使

価額を適切に調整できるものとします。 

３．新株予約権の付与対象者は、次に定める事由が生じた場合には、当社に対する新株予約権を直ちに喪失する

ものとします。 

 （１）新株予約権の行使期間初日の到来前に死亡した場合 

（２）禁固以上の刑に処せられた場合 

（３）付与対象者が適用を受ける就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の処分を受け、取締役又は従業員の

地位を失った場合 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年６月30日） 

新株予約権の数（個）  75

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式      

新株予約権の目的となる株式の数（注１）（株）  75

新株予約権の行使時の払込金額（円）  980,319

新株予約権の行使期間 
平成20年４月１日から 

平成27年３月29日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（注２） 

発行価格   980,319円 

資本組入額   490,160円 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） 

代用払込みに関する事項  －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５）  

（調整後行使価額）＝（調整前行使価額）×
１ 

（分割・併合の比率）

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



（４）付与対象者が取締役又は従業員の地位を有する会社において取締役又は従業員でなくなった場合（但

し、当社の命令により他社へ出向又は転籍した場合その他取締役会がその都度適当と判断する場合は

除きます。また、ストックオプションの行使期間中に死亡により地位を喪失した場合には、その相続

人が契約に従うことを条件としてストックオプションを行使することができます。） 

（５）新株予約権割当契約書のいずれかの規定に違反した場合 

４．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成18年３月29日開催の定時

株主総会及び平成18年４月24日開催の取締役会の決議に基づき、当社と対象となる従業員との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定められております。 

 ５．当社が、完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社は、ストックオプションにかかる義務

を、株式交換契約書あるいは株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換又は株式移転による完

全親会社となる会社に承継させ、又は実質的に同様の結果となるようにし、又はそのように努力するものと

します。承継されたストックオプションの内容の決定の方針は以下のとおりとします。 

 ①目的たる完全親会社の株式の種類 

 完全子会社となる場合に完全親会社が発行する株式と同種の株式 

 ②目的となる完全親会社の株式の数 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１株の100分の１に満たない端

株については、これを切り捨てます。 

 ③発行価額 

 株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。但し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り

捨てます。 

 ④行使期間、行使条件、消却事由・条件 

 株式交換又は株式移転に際し「ストックオプション付与契約書」に準じて当社の取締役会が決定します。

 ⑤譲渡制限 

 ストックオプションの譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要するものとします。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

     

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成21年４月１日～  
 平成21年６月30日 

 －  101,334 －  13,263,950  －  6,589,906



  

 （注）１．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位を切捨てしております。 

 ２．ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーから平成21年３月３日付の大量保有報告書（変更報告書）の写

しの送付があり、平成21年２月27日現在で6,876株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社とし

て当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含

めておりません。 

なお、ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーの大量保有報告書（変更報告書）の写しの内容は以下の

とおりであります。 

大量保有者                 ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー 

                                             (Dalton Investments LLC)  

住所                    米国カルフォルニア州90025、ロサンゼルス市 

                      ウィルシャー・ブルヴァード12424、スイート600 

所有株式数                  株 

発行済株式総数に対する所有株式数の割合   ％  

（５）【大株主の状況】

  平成21年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
東京都千代田区永田町２丁目11－１ 山王パ

ークタワー 
 15,000  14.80

郡山 龍 東京都新宿区  10,800  10.65

ステート ストリート バンク ア

ンド トラスト カンパニー505012 

（常任代理人 株式会社みずほコー

ポレート銀行兜町証券決済業務室） 

P.O. BOX351, BOSTON, MASSACHUSETTS 02101, 

U.S.A 

（東京都中央区日本橋 兜町６番７号） 

 6,950  6.85

株式会社ドコモ・ドットコム 東京都千代田区永田町２丁目11－１  3,000  2.96

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED 

CLIENT ACCOUNT 

（常任代理人 シティバンク銀行株

式会社）  

AESCHENVORSTADT, 48, CH-4002, BASEL 

SWITZERLAND 

（東京都品川区東品川２丁目３－14シティグ

ループセンター） 

 2,547  2.51

メロンバンク エービーエヌ アム

ログローバルカストディ エヌブイ 

（常任代理人 株式会社みずほコー

ポレート銀行兜町証券決済業務部） 

ONE BOSTON PLACE, BOSTON, MA, 02108 

（東京都中央区日本橋３丁目11－１） 
 1,749  1.72

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－11  1,675  1.65

バンク オブ ニューヨーク ジー

シーエム クライアント アカウン

ト ジェイピーアールデイ アイエ

スジー エフイー―エイシー 

（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀

行） 

PETERBOROUGH COURT133 FLEET STREET 

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM   

（千代田区丸の内２丁目７－１決済事業部）

 1,167  1.15

バンク オブ ニューヨーク ジー

シーエム クライアント アカウン

ト ジェーピー アールイーシー 

アイテイーアイシー 

（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀

行） 

CITYGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY 

WHARF LONDON E14 5LB, UNITED KINGDOM 

（千代田区丸の内２丁目７－１決済事業部）

 1,069  1.05

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９－１号  1,036  1.02

計 －  44,993  44.40

6,876

6.79



①【発行済株式】 

平成21年６月30日現在

   

②【自己株式等】 

平成21年６月30日現在

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

（注） 高・ 低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、取締役及び監査役並びに補欠監査

役の異動はありません。 

  

(注) 当社では経営の権限と責任を明確化することで業務執行の迅速化を図るため平成17年3月より執行役員制度を導

入しております。なお、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は

以下のとおりであります。 

・新任執行役員 

 （役職）   （氏名）   （就任年月日） 

 執行役員    伊藤洋   平成21年6月29日 

（６）【議決権の状況】

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式        14 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  101,320  101,320 － 

端株 普通株式  － － － 

発行済株式総数  101,334 － － 

総株主の議決権 －  101,320 － 

所有者の氏名
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

 株式会社アプ

リックス 

東京都新宿区西

早稲田二丁目18

番18号  

 14  －  14  0.01

計 －  14  －  14  0.01

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
１月 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月

高（円）  84,300  79,700  70,500  78,000  74,000  78,500

低（円）  67,400  51,400  56,100  66,700  64,500  69,000

３【役員の状況】



  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。なお、四半期連結財務諸表

は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）附則第７条第１項第５号但し書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日から

平成21年６月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

なお、監査法人トーマツは、「公認会計士法等の一部を改正する法律」に基づき、平成21年７月１日付けで、有限責

任監査法人トーマツに移行しております。 

第５【経理の状況】



１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,159,046 2,499,817

売掛金 379,868 635,634

有価証券 7,239,722 7,757,993

仕掛品 18,145 2,462

繰延税金資産 7,826 7,309

その他 529,645 887,153

貸倒引当金 △33,450 △35,068

流動資産合計 10,300,804 11,755,302

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 41,114 41,264

工具、器具及び備品（純額） 67,343 72,403

有形固定資産合計 ※1  108,457 ※1  113,668

無形固定資産   

ソフトウエア 1,129,442 1,272,287

ソフトウエア仮勘定 375,760 259,639

その他 7,083 8,334

無形固定資産合計 1,512,286 1,540,261

投資その他の資産   

投資有価証券 1,252,684 523,942

繰延税金資産 17,534 34,744

敷金及び保証金 137,364 151,711

その他 2,302 3,412

貸倒引当金 △128,107 △49,820

投資その他の資産合計 1,281,778 663,989

固定資産合計 2,902,522 2,317,918

資産合計 13,203,326 14,073,221

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 107,870 24,953

未払金 297,150 421,112

未払法人税等 431 6,626

賞与引当金 51,932 27,437

リース債務 1,356 －

その他 279,343 508,882

流動負債合計 738,085 989,012



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

固定負債   

退職給付引当金 1,581 －

リース債務 4,644 －

その他 395 375

固定負債合計 6,621 375

負債合計 744,706 989,387

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,263,950 13,263,950

資本剰余金 6,589,906 14,179,587

利益剰余金 △7,212,139 △13,846,941

自己株式 △8,714 △8,714

株主資本合計 12,633,003 13,587,882

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △51,815 △327,663

為替換算調整勘定 △122,567 △180,673

評価・換算差額等合計 △174,383 △508,336

少数株主持分 － 4,288

純資産合計 12,458,620 13,083,834

負債純資産合計 13,203,326 14,073,221



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,638,031

売上原価 1,083,206

売上総利益 554,824

販売費及び一般管理費 ※1  1,240,986

営業損失（△） △686,161

営業外収益  

受取利息 14,304

受取配当金 242

還付加算金 9,807

その他 852

営業外収益合計 25,206

営業外費用  

支払利息 161

株式交付費 149

為替差損 11,288

有価証券売却損 93,219

その他 21,971

営業外費用合計 126,789

経常損失（△） △787,745

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,387

固定資産売却益 343

特別利益合計 3,730

特別損失  

固定資産売却損 4,193

固定資産除却損 12,901

投資有価証券評価損 59,551

貸倒引当金繰入額 78,186

リース解約損 5,260

特別損失合計 160,093

税金等調整前四半期純損失（△） △944,108

法人税、住民税及び事業税 7,866

過年度法人税等 △3,973

法人税等調整額 20,743

法人税等合計 24,635

少数株主利益 915

四半期純損失（△） △969,659



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 823,465

売上原価 552,431

売上総利益 271,034

販売費及び一般管理費 ※1  666,644

営業損失（△） △395,610

営業外収益  

受取利息 4,611

受取配当金 130

還付加算金 9,807

その他 585

営業外収益合計 15,134

営業外費用  

支払利息 143

株式交付費 64

為替差損 17,617

その他 835

営業外費用合計 18,661

経常損失（△） △399,136

特別利益  

貸倒引当金戻入額 125

特別利益合計 125

特別損失  

固定資産売却損 4,193

固定資産除却損 5,772

投資有価証券評価損 59,551

貸倒引当金繰入額 63,186

リース解約損 5,260

特別損失合計 137,964

税金等調整前四半期純損失（△） △536,975

法人税、住民税及び事業税 5,022

法人税等調整額 27,459

法人税等合計 32,482

少数株主損失（△） △28

四半期純損失（△） △569,430



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △944,108

減価償却費 386,675

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,740

貸倒引当金の増減額（△は減少） 74,828

受取利息及び受取配当金 △14,546

支払利息 161

固定資産売却損益（△は益） 4,193

固定資産除却損 12,901

有価証券売却損益（△は益） 93,219

投資有価証券評価損益（△は益） 59,551

売上債権の増減額（△は増加） 170,634

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,683

前払費用の増減額（△は増加） △3,007

仕入債務の増減額（△は減少） 5,190

未払金の増減額（△は減少） △136,847

未払消費税等の増減額（△は減少） △143,696

その他 △16,209

小計 △443,003

利息及び配当金の受取額 12,344

利息の支払額 △161

法人税等の還付額 420,564

法人税等の支払額 △10,299

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,554

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △950,021

定期預金の払戻による収入 943,176

投資有価証券の取得による支出 △691,431

有形固定資産の取得による支出 △18,302

無形固定資産の取得による支出 △268,789

その他 55,424

投資活動によるキャッシュ・フロー △929,943

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △430

その他 △149

財務活動によるキャッシュ・フロー △579

現金及び現金同等物に係る換算差額 53,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △897,780

現金及び現金同等物の期首残高 9,708,242

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  8,810,461



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

（1）連結の範囲の変更 

 第１四半期連結会計期間まで連結の範

囲に含めておりました株式会社アプリッ

クス・ソリューションズは、平成21年６

月に清算を結了したため、当第２四半期

連結会計期間より連結の範囲から除外し

ております。 

（2）変更後の連結子会社の数 

６社 

  

２．持分法の適用に関する事

項の変更 

（1）持分法適用関連会社の変更 

 当第２四半期連結会計期間より、新た

に株式を取得したため、株式会社ジー・

モードを持分法適用の範囲に含めており

ます。 

（2）変更後の持分法適用関連会社の数 

１社 

  

３．会計処理基準に関する事

項の変更 

（1）「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結

財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用

し、連結決算上必要な修正を行っており

ます。 

 これにより、当第２四半期連結累計期

間の営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失は、それぞれ11,007千円

増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。  

  

  （2）重要な資産の評価基準及び評価方法

の変更 

 たな卸資産 

 第１四半期連結会計期間より、「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成18年７月５日 企業

会計基準第９号）を適用し、評価基準に

ついては、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更し

ております。 

 なお、これによる損益に与える影響は

ありません。  

  



  

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

  （3）リース取引に関する会計基準等の適

用 

 「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成５年６月17日 

終改正平成19年３月30日 企業会計基

準第13号）及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成６年１月18日 終改正平成19

年３月30日 企業会計基準適用指針第16

号）を第１四半期連結会計期間から早期

適用し、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理から通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。  

     また、所有権移転外ファイナンスリー

ス取引に係るリース資産の減価償却の方

法については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額をゼロとする定額法を採用

しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度

開始前の所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理を引き続き

採用しております。 

 これらに伴う、損益に与える影響は軽

微であります。  



  

  

  

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円で

あります。  

346,286 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、390,992千円で

あります。  

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  

給料手当  270,383 千円 

賞与引当金繰入額  18,261  

研究開発費 294,116  

貸倒引当金繰入額 1,327  

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  

給料手当  136,839 千円 

賞与引当金繰入額  8,317  

研究開発費 195,054  

貸倒引当金繰入額 △72,125  



  

  

当第２四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至

平成21年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

普通株式 101,334.00株 

   

２．自己株式の種類及び株式数 

普通株式 14.00株  

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

 （注）１．有価証券勘定は、CRF、MMF及びFFFであります。 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在） 

  

  （千円）

現金及び預金勘定 2,159,046

預入期間が３か月を超える定期預金 △588,307

有価証券勘定（注）１ 7,239,722

現金及び現金同等物 8,810,461

（株主資本等関係）



当第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社グループが営む事業は単一であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

    

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア・・・・・・台湾等 

  その他の地域・・・・・・アメリカ合衆国、ドイツ 

 ３．会計処理の方法の変更 

  （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

    第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これ

により、当第２四半期連結累計期間の営業損失はアジアにおいて11,007千円増加しております。 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

その他の地域
（千円） 

計
（千円） 

消去 
又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  714,304  109,161  －  823,465  －  823,465

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 45,541  146,900  109,048  301,490 ( ) 301,490  －

計  759,845  256,062  109,048  1,124,956 ( ) 301,490  823,465

営業利益（△損失）  △418,798  9,616  8,381  △400,800  5,190  △395,610

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

その他の地域
（千円） 

計
（千円） 

消去 
又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  1,446,732  191,299  －  1,638,031  －  1,638,031

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 99,288  282,223  213,645  595,158 ( ) 595,158  －

計  1,546,020  473,523  213,645  2,233,189 ( ) 595,158  1,638,031

営業利益（△損失）  △720,774  6,675  16,129  △697,970  11,808  △686,161



当第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米 …………… アメリカ合衆国 

(2）欧州 …… フィンランド 

(3）アジア …… 中国、台湾、韓国等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

【海外売上高】

  北米 欧州 アジア その他地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,656  －  221,980  －  225,636

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  823,465

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

  割合（％） 
 0.4  －  27.0  －  27.4

  北米 欧州 アジア その他地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  14,038  11  389,336  －  403,386

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  1,638,031

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

  割合（％） 
 0.9  0.0  23.8  －  24.6



１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純損失金額等 

 （注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年12月31日） 

１株当たり純資産額 122,963.09円 １株当たり純資産額 129,091.45円

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり四半期純損失 △9,570.27円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの、四半期純損

失を計上しているため、記載しておりません。 

  

  

１株当たり四半期純損失 △5,620.12円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの、四半期純損

失を計上しているため、記載しておりません。 

  

  

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額     

四半期純損失（千円）  969,659  569,430

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純損失（千円）  969,659  569,430

期中平均株式数（株）  101,320.00  101,320.00

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

（重要な後発事象）

２【その他】



 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】



  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年８月７日

株式会社アプリックス 

取締役会 御中 

有限責任監査法人 トーマツ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 松野 雄一郎  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 原井 武志   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アプリ

ックスの平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日か

ら平成21年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アプリックス及び連結子会社の平成21年６月30日現在の

財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連

結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途管理しております。 

   ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。  


